
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 撓性平板状の金属基板に、パターニングされた金属層を形成した電着フレームを形成
する工程と、前記電着フレームのパターニングされた前記金属層に複数の半導体素子を隣
接して搭載する工程と、前記パターニングされた金属層に搭載される各半導体素子間に形
成された外部導出用の金属層に、前記隣接する各半導体素子の電極パッドをワイヤで所定
間隔を設けて電気的に共通接続するワイヤボンディング工程と、前記電着フレームに搭載
されて配線がなされた半導体素子を樹脂封止する樹脂封止工程と、

　

　

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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可

前記金属基板を剥離し
て樹脂封止体を得る剥離工程と、前記半導体素子が複数封止された樹脂封止体を、パター
ニングされた金属層の切断マークの間により切断部位が設定され、切断部位を切断するこ
とによって個々の半導体装置に切断する切り出し工程とを含む半導体装置の製造方法であ
って、

前記金属層は、金属基板の一面にレジスト膜をパターンニングして、金属層を形成する
金属基板面を露呈させて、薄膜層を電着して形成した後に薄膜金属層が形成されたもので
あり、

また、半導体素子が搭載される金属層と外部導出用の金属層の形成領域の外周において
、前記金属層の切断マーク間毎に切断部位を設定したことを特徴とする半導体装置の製造
方法。



【０００１】
　本発明は、半導体装置、その製造方法及び電着フレームに関し、特にリードレス表面実
装型の樹脂封止された半導体装置と、その製造方法、及び半導体素子搭載用の電着フレー
ムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　図８は、従来の半導体装置を示す断面図であり、この半導体装置は、樹脂封止したリー
ドレス表面実装型の半導体装置である。同図において、ガラスエポキシ基板（又はセラミ
ック基板）１の一面に金属層３１  ，３２ が形成され、かつ金属層３２ に対応するガラス
エポキシ基板１の裏面に電極金属層５ａが形成され、金属層３２ と電極金属層５ａとがス
ルーホール６で電気的に接続されている。ガラスエポキシ基板１の一面の金属層３１ には
、半導体素子２が接着され、半導体素子２の電極パッド２ａと金属層３２ とがワイヤ４で
電気的に接続されている。ワイヤ４で配線がなされた半導体素子２は、エポキシ樹脂７で
樹脂封止されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　従来のリードレス表面実装型の半導体装置では、図８に示したように、ガラスエポキシ
基板１に多数のスルーホール６が形成され、ガラスエポキシ基板１上に金属層３１ が多数
形成され、それぞれに半導体素子２が接着されてワイヤ４で電極パッド２ａと金属層３２

との配線がなされている。この半導体装置の製造工程では、一枚のガラスエポキシ基板に
数百個単位で半導体素子が搭載されてワイヤボンディングされて、樹脂封止されている。
従って、この構造の半導体装置では、スルーホール６の個数が半導体素子２の個数の数倍
の数となり、スルーホール形成のための製造工数を無視することができず、この種の半導
体装置の製造原価が高騰する要因となっていた。
【０００４】
　また、従来のリードレス表面実装型の半導体装置では、スルーホールが形成されており
、隣接する半導体素子間の隙間にスルーホールを形成するには、半導体素子間の隙間にス
ルーホールを形成するための領域を用意しなければならないので、実質的に一枚のガラス
エポキシ基板に搭載される半導体素子の個数は制限され、製造原価を高騰させる要因とな
っていた。
【０００５】
　更に、従来のリードレス表面実装型の半導体装置では、ガラスエポキシ基板上に半導体
素子が搭載されて樹脂封止されている。そのため、半導体素子の動作時に発生した熱を発
散させることができずガラスエポキシ基板に蓄積され、熱の放熱性が悪いという欠点があ
った。
【０００６】
　本発明は、上記のような課題に鑑みてなされたものであって、リードレス表面実装型の
半導体装置であって、製造原価が安価であって、放熱性が良い半導体装置、その製造方法
及び電着フレームを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上記課題を達成したものであり、請求項１の発明は、金属層に接着された半
導体素子と、該半導体素子上の電極パッドと外部導出用の金属層とを電気的に接続するワ
イヤと、該ワイヤで配線を行った該半導体素子を封止する樹脂パッケージとを具備し、該
半導体素子が接着されている金属層裏面と前記外部導出用の金属層裏面とが該樹脂パッケ
ージ底面と同一平面であることを特徴とする半導体装置である。
【０００８】
　請求項１の発明によれば、樹脂パッケージ内に封止されている半導体素子が樹脂パッケ
ージから露出する金属膜に搭載され、その外部導出用の金属層の底面も樹脂パッケージ底
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面より露呈したリードレス構造の半導体装置であり、ガラスエポキシ基板やセラミック基
板が使用されていないので、半導体装置の高さを低背とすることができるため半導体素子
から発生する熱の放熱性がよい利点がある。これら金属層は、薄膜状の金属層であり、リ
ードを用いた半導体装置と比較して、熱伝導性が良好なリードレス型の半導体装置である
。また、この半導体装置は、高価な基板を使用する必要がないので、比較的安価な半導体
装置とすることができる。しかも、半導体装置裏面の金属層と樹脂パッケージとが同一平
面（面一）であり、この半導体装置を回路基板に実装した際の回路基板との密着性が良く
、しかも半導体素子から発生する熱が回路基板を介して放散し易い。さらに外部導出用の
金属層裏面には、必要に応じて、極めて薄い平坦な電極金属層を成膜してもよい
【０００９】
　また、請求項２の発明は、半導体素子が接着される金属層が該半導体素子底面の面積よ
り広い面積であることを特徴とする請求項１に記載の半導体装置である。
【００１０】
　請求項２の発明によれば、半導体素子が接着される金属層が半導体素子の底面の面積よ
り広い面積であるので、樹脂パッケージの表面から半導体素子との沿面距離を充分に設け
ることができ、半導体素子の耐湿特性を高めることができる。
【００１１】
　また、請求項３の発明は、半導体素子が接着される金属層の膜厚を厚くし、かつ前記金
属層の面積が該半導体素子底面の面積より狭いことを特徴とする請求項１に記載の半導体
装置である。
【００１２】
　請求項３の発明によれば、半導体素子が接着される金属層の膜厚を厚くすることで、樹
脂パッケージの底面から半導体素子までの沿面距離を充分に形成して、半導体装置として
の耐湿性を高めることができるとともに、比較的サイズの大きな半導体素子を樹脂封止す
ることができる。さらにまた、金属層の膜厚を厚くすることで、半導体素子を樹脂パッケ
ージ内中央に配置させることができる。従って、半導体装置に熱ストレスが加わったとし
ても樹脂パッケージにひび割れが発生し難い。
【００１３】
　また、請求項４の発明は、樹脂パッケージ底面に前記外部導出用の金属層が独立して存
在することを特徴とする請求項１，２又は３に記載の半導体装置である。
【００１４】
　請求項４の発明によれば、外部導出用の金属層の露呈面の形状を独立した不定形な任意
の形状とすることができる。無論、金属層を連続するように形成することができる。
【００１５】
　また、請求項５の発明は、可撓性平板状の金属基板に、パターニングされた金属層を形
成した電着フレームを形成する工程と、前記電着フレームがパターニングされた前記金属
層に複数の半導体素子を隣接して搭載する工程と、前記パターニングされた金属層に搭載
される各半導体素子間に形成された外部導出用の金属層に、前記隣接する各半導体素子の
電極パッドをワイヤで所定間隔を設けて電気的に共通接続するワイヤボンディング工程と
、前記電着フレームに搭載されて配線がなされた半導体素子を樹脂封止する樹脂封止工程
と、前記金属基板を剥離して樹脂封止体を得る剥離工程と、前記半導体素子が複数封止さ
れた樹脂封止体を、パターニングされた金属層の切断マークで個々の半導体装置に切断す
る切り出し工程と、を含むことを特徴とする半導体装置の製造方法である。
【００１６】
　請求項５の発明によれば、ガラスエポキシ基板等の基板を用いることなく、可撓性平板
状の金属基板を利用して、半導体装置を製造する製造方法であり、電着フレームの可撓性
平板状の金属基板を剥離することによって、多数の半導体素子が樹脂封止された樹脂封止
体を形成することができる。金属基板が可撓性を有するので、樹脂封止体から金属基板を
剥離する際のストレスが加わり難い。
【００１７】
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　また、請求項６の発明は、半導体装置を切断する切り出し工程後、前記樹脂封止体の裏
面の金属層に外部導出用の金属層を成膜する成膜工程を有することを特徴とする請求項５
に記載の半導体装置の製造方法である。
【００１８】
　請求項６の発明によれば、必要に応じて、樹脂封止体の底面から露呈する金属層に電解
メッキまたは無電解メッキを利用する半導体装置の製造方法であり、極めて薄い金属薄膜
層を形成することで、回路基板のランドとの接着がよい。
【００１９】
　また、請求項７の発明は、前記樹脂封止体の切り出し工程において、前記外部導出用の
金属層の中央部に沿って切断することにより、隣接する前記半導体装置のそれぞれの電極
金属層とすることを特徴とする請求項５又は６に記載の半導体装置の製造方法である。
【００２０】
　請求項７の発明によれば、隣接する半導体装置の外部導出用の金属層を中央から分離す
ることで、それぞれの電極用の金属層とすることができる。従って、隣接する半導体装置
を接近させて金属基板に搭載することができるので、半導体素子を金属基板に周密に搭載
することができる。
【００２１】
　また、請求項８の発明は、平板状の金属基板に、半導体素子が搭載される金属層と、該
半導体素子の電極パッドと、ワイヤで電気的に接続される外部導出用の金属層とからなる
パターンが形成され、前記半導体素子を樹脂封止する際に、前記金属基板を一方の金型と
することを特徴とする電着フレームである。
【００２２】
　請求項８の発明によれば、平板状の金属基板にパターンニングされた金属層が形成され
、ワイヤで電気的に接続された半導体素子が搭載されて樹脂封止された後、金属層が樹脂
封止体に接着された状態で金属基板から剥離されて金属層を外部電極金属層とし得る電着
フレームである。金属基板は、ステンレス鋼板（ＪＩＳ記号でＳＵＳ）が適している。
【発明の効果】
【００２３】
　上述のように、本発明の請求項１では、リードレス構造の半導体装置であり、外部導出
用の金属層が薄膜状の金属層からなり、樹脂パッケージ内に封止されている半導体素子が
樹脂パッケージから露出する金属膜に搭載されており、半導体装置の高さを低背とするこ
とができ、半導体素子を搭載する部分や外部導出用の電極がリードを用いていないし、か
つガラスエポキシ基板やセラミック基板等の高価な基板を使用する必要がないし、リード
や高価な基板を用いていないので、比較的安価な半導体装置とすることができるとともに
、半導体素子から発生する熱の放熱性がよい利点がある。
【００２４】
　また、この半導体装置では、高価な基板を使用する必要がないので、比較的安価な半導
体装置とすることができる。しかも、半導体装置裏面の電極金属層と樹脂パッケージとが
同一平面（面一）であり、さらに平坦な電極金属層を成膜したものであるので、その膜厚
は、極めて薄い膜であり、この半導体装置を回路基板に搭載した際の回路基板との密着性
が良く、半導体素子から発生する熱が回路基板を介して放散し易い。しかも、樹脂パッケ
ージ内に封止されている半導体素子が樹脂パッケージから露出する金属膜に搭載された収
納されており、半導体装置の高さを低背とすることができる利点があり、小型の電子機器
に容易に実装することができる利点がある。
【００２５】
　また、請求項２の発明によれば、半導体素子が接着される金属層が半導体素子の底面の
面積より広い面積であるので、樹脂パッケージの表面から半導体素子との沿面距離を充分
に設けることができ、半導体素子の耐湿特性を高めることができる。
【００２６】
　また、請求項３の発明によれば、半導体素子が接着される金属層の厚さを厚くすること
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で、この金属層に半導体素子を搭載した際の樹脂パッケージの底面から半導体素子までの
沿面距離を充分に保つことができ、耐湿性の向上に寄与する。しかも、半導体素子が接着
される金属層の面積は、半導体素子が接着されるに充分な面積を有すればよいので、半導
体素子の底面の面積より狭い面積でよく、樹脂パッケージに比較的面積の大きな半導体素
子を搭載することができる利点がある。
【００２７】
　また、請求項４の発明によれば、外部導出用の金属層の平面形状を不定形な任意形状と
することができるので、半導体装置の電極金属層の形状に自由度を与えることができる利
点がある。
【００２８】
　また、請求項５の発明によれば、ガラスエポキシ基板やセラミック基板等を用いること
なく、半導体装置を製造する製造工程であり、電着フレームの平板状金属基板を剥離する
ことによって、多数の半導体素子が樹脂封止された樹脂封止体を形成することができ、従
来の製造工程と比較して製造工数を簡素化することができる利点がある。
【００２９】
　また、請求項６の発明によれば、樹脂封止体の底面から露呈する金属層に電解メッキま
たは無電解メッキによる成膜工程を利用する半導体装置の製造方法であり、極めて薄い金
の金属薄膜層を形成することで、回路基板のランドとの接着がよい利点がある。
【００３０】
　また、請求項７の発明によれば、隣接する半導体装置の外部導出用の電極となる金属層
を中央から分離することで、それぞれの電極用の金属層とすることができる。従って、隣
接する半導体装置を接近させて搭載することができるので、半導体素子を金属基板に周密
に搭載することができる利点があり、半導体装置を安価に製造することができる利点があ
る。
【００３１】
　また、請求項８の発明によれば、平板状の金属基板にパターンニングされた金属層が形
成された電着フレームであり、半導体素子が搭載されてワイヤで電気的に接続がなされ、
半導体素子が樹脂封止された後、樹脂封止体から金属基板を剥離することで、樹脂封止体
の底面に露呈する金属層を外部導出用の金属層とし得る電着フレームであり、互いに独立
した金属層を形成することが可能であり、電極金属層の形成に自由度を与えることができ
る利点がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３２】
　以下、本発明に係る半導体装置、その製造方法及び電着フレームの実施の形態について
、図面を参照して説明する。なお、本発明は、樹脂封止されたリードレス表面実装型の半
導体装置に関し、その製造方法と、その製造工程で利用される電着フレームについて説明
する。
【００３３】
　図１は、本発明に係るリードレス表面実装型の半導体装置の一実施の形態を示しており
、同図（ａ）はその断面図、同図（ｂ）はその裏面図である。同図において、２は半導体
素子であり、半導体素子２には電極パッド２ａが形成されている。７は半導体素子２を封
止する樹脂パッケージであり、半導体素子２の電極パッド２ａと外部導出用の金属層８ａ
とは、ワイヤ４で電気的に接続されている。
【００３４】
　半導体素子２は金属層８ｂに接着されて搭載され、金属層８ｂの面積は半導体素子２の
底面の面積より広く、半導体素子２が金属層８ｂの略中央に接着されている。半導体素子
２の底面の面積は、金属層８ｂの面積より狭いので、半導体素子２と樹脂パッケージ７の
底面からの沿面距離が充分に保たれている。
【００３５】
　金属層８ａ，８ｂの裏面は、樹脂パッケージ７から露呈している。また、金属層８ａ，
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８ｂとの外部露呈面は、樹脂パッケージ７の底面と同一平面（面一）となっており、金属
層８ａ，８ｂの裏面には、平坦な薄膜状の金属層８ｃが形成される。
【００３６】
　金属層８ａ，８ｂは、その露呈面側がニッケル（Ｎｉ）又はニッケル・コバルト（Ｎｉ
・Ｃｏ）合金を電着したＮｉ薄膜層又はＮｉ・Ｃｏ薄膜層が形成され、かつＮｉ薄膜層又
はＮｉ・Ｃｏ薄膜層の上に金（Ａｕ）又は銀（Ａｇ）の薄膜層が形成される。その厚さは
、Ｎｉ又はＮｉ・Ｃｏ合金の薄膜層の厚さが２０～３５μｍであり、Ａｕ薄膜の厚さが約
０．０５～０．３μｍである。金属層８ｃは、Ｎｉ又はＮｉ・Ｃｏ合金のＮｉ薄膜層又は
Ｎｉ・Ｃｏ薄膜層の厚さが約５μｍであり、Ｓｎ薄膜３～１５μｍ又は、Ａｕ薄膜又は銀
薄膜の厚さが約０．３μｍである。
【００３７】
　無論、金属層８ａの底面に、金や金の合金等のハンダ乗りの良い金属膜を成膜した後、
Ｎｉ薄膜層又はＮｉ・Ｃｏ薄膜層した場合は、金属層８ｃを形成する必要はない。
【００３８】
　なお、本発明の半導体装置は、従来のようにガラスエポキシ基板やセラミック基板に半
導体素子等を搭載して樹脂封止したパッケージ構造ではなく、半導体素子が樹脂パッケー
ジに収納されて、金属膜が樹脂パッケージから露呈した形状である。
【００３９】
　すなわち、この半導体装置は、半導体素子を搭載する基板を必要としないことからその
高さが低背となり、プリント基板に半導体装置を実装する際のバランスが良好なものとな
る。
【００４０】
　従って、本発明の半導体装置では、プリント基板に実装する際の部品立ち等の不都合が
生じ難い利点がある。また、本発明の半導体装置の裏面が平坦であるので、半導体装置の
裏面に接着剤を付着させて、半導体装置をプリント基板に接着させて実装することができ
る。
【００４１】
　次に、本発明に係る半導体装置の他の実施形態について、図２を参照して説明する。図
２（ａ）は、半導体装置の断面図であり、図２（ｂ）は、その底面図である。図２の半導
体装置は、金属層８ｂの膜厚が図１の半導体装置の金属層８ｂの膜厚より厚く、しかも半
導体素子２は、その底面の面積が金属層８ｂの面積より広い。従って、半導体素子２は、
樹脂パッケージ７の底面から約２０μｍ以上の位置の樹脂パッケージ７内に封止されてい
る。従って、本実施形態の半導体装置樹では、脂パッケージ７の底面から半導体素子２ま
での沿面距離を充分に設けることができ、しかも比較的大きなサイズの半導体素子２を樹
脂封止することができる。また、半導体素子２底部に樹脂が回り込んで、半導体素子２を
樹脂封止され、この半導体装置は、充分な沿面距離が形成されて、耐湿性に優れた半導体
装置とすることができる。また、小さな樹脂パッケージに大きな半導体素子を樹脂封止す
ることができる。なお、図２の半導体装置の他の形状は、図１の半導体装置と同様である
ので、その詳細な説明は省略する。
【００４２】
　続いて、図１の半導体装置の製造方法の一実施形態について、図３～図６を参照して説
明する。本発明の半導体装置の製造方法は、リードレス表面実装型の半導体装置を可撓性
平板状の金属基板上に形成し、金属基板を剥離して製造する製造方法である。
【００４３】
　先ず、リードレス表面実装型の半導体装置を製造するにあたり、図３（ａ）に示した可
撓性平板状の金属基板９を用意する。金属基板９は、薄いステンレス鋼板であり、その厚
さは、０．１ｍｍである。金属基板９には、金属基板９の自動搬送用の孔９ａ，９ｂ等が
形成され、金属基板９を自動搬送させるための孔が形成され、かつ金属基板９を金型に固
定するための孔が形成されている。
【００４４】
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　図３（ｂ）は、金属基板９に金属層によるパターンが形成され、半導体素子が搭載され
るパターンが形成される電着フレームを示している。電着フレームは、金属基板９の片面
に搭載された半導体素子を樹脂封止することで、金属基板９の片面に樹脂封止体が形成さ
れる。
【００４５】
　以下、図４，図５を参照して、半導体装置の製造方法を、第１から第８の工程に大別し
て説明する。
【００４６】
　１）第１の製造工程は、図４（ａ）に示すように、ステンレス鋼板等による平板状の金
属基板９の片面側全面に金属層８を電着して成膜する電着工程である。先ず、金属基板９
の一面には、スピンコート法によって光感光性のレジストを塗布して、レジスト膜の全面
に露光して硬化させる。続いて、マスクを施した金属基板９を電着槽に浸漬し、金属基板
９の他面に金属層８を形成する。金属層８は、Ｎｉ又はＮｉ・Ｃｏ合金を電着したＮｉ又
はＮｉ・Ｃｏ合金薄膜層であり、その後、Ｎｉ・Ｃｏ合金薄膜層上には、金をフラッシュ
法等による真空蒸着或いはスパッタリング法等によって成膜される。電着工程は、金属基
板９と電着槽内の電極間に通電することによって、金属基板９にＮｉ又はＮｉ・Ｃｏ合金
薄膜層の金属層８が形成される。Ｎｉ・Ｃｏ合金薄膜は、例えば２０～３５μｍの厚さと
し、金薄膜層を０．３μｍの厚さとする。なお、金属基板９にＮｉ又はＮｉ・Ｃｏ合金を
電着する前に、金を含む合金をフラッシュ法等で真空蒸着することによって、後の電極金
属層を形成する成膜工程を省略することができる。
【００４７】
　２）第２の製造工程は、金属層８のエッチング工程である。このエッチング工程では、
図４（ｂ）に示すように、金属基板９の片側にレジスト膜１０によるマスクを形成し、金
属基板９の金属層８上には、レジスト膜１０ａ，１０ｂが選択的に形成される。
【００４８】
　その後、このエッチング工程では、金属層８を選択的にエッチングして除去する。図４
（ｃ）に示したように、金属基板９の片側に金属層８ａ，８ｂが形成された電着フレーム
が形成する。電着フレームには、図３（ｂ）に示したように、半導体素子が搭載されて金
線をワイヤーボンディングする領域Ｅが形成される。領域Ｅは、金属層８ａ，８ｂとがマ
トリック状に形成されている。図３（ｃ）には、その詳細なパターンを示した。
【００４９】
　図３（Ｃ）は樹脂封止体裏面の金属基板を剥離した場合におけるワイヤーボンディング
領域Ｅ裏面のパターンを示す。このパターンには半導体素子が複数封止された樹脂封止体
を個々の半導体装置に切断するための切断マーク９ｄ，９ｃがマーキングされている。切
断時には切断マーク９ｄ，９ｃの間に切断部位が設定させる。
【００５０】
　３）第３の製造工程は、素子搭載工程である。この工程では、図４（ｄ）に示したよう
に、半導体素子２が、公知の手法によって金属層８ｂに搭載される。半導体素子２は、図
１に示したように、その表面には、電極パッド２ａが形成されている。
【００５１】
　４）電着フレームに半導体素子２が搭載された後、第４の製造工程のワイヤボンディン
グ工程に進む。第４の製造工程では、図４（ｅ）に示したように、半導体素子２に金ワイ
ヤ４をワイヤボンディングする工程であり、ワイヤ４は、半導体素子２の電極パッド２ａ
と金属層８ａとを超音波ボンディング等によって電気的に接続される。
【００５２】
　５）図４（ｅ）のワイヤボンディング工程に続いて、図５（ａ）に示した第５の製造工
程である樹脂モールド工程に進む。樹脂モールド工程は、図５（ａ）に示したように、金
属基材９に半導体素子２が搭載されて、ワイヤボンディングされた後の電着フレームが、
モールド金型（上型）に装着される。モールド金型内には、エポキシ樹脂がモールド金型
（上型）に形成されたキャビティ（図示しなし）により圧入される。この樹脂モールドで
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は、金属基材９が樹脂モールドにおける下型としての機能を果たす。
【００５３】
　なお、半導体素子２が搭載された金属基材９を並列に配置して、エポキシ樹脂がライナ
を通してそれぞれの金属基材９と上金型との間に圧入することで、半導体素子が搭載され
た電着フレームを多数樹脂封止することができる。
【００５４】
　６）樹脂モールド工程の後、第６の製造工程に進む。第６の製造工程は、図５（ｂ）に
示した金属基材９の剥離工程である。図５（ｂ）に示したように、樹脂封止体１１から金
属基材９を引き離す。金属基材９は可撓性のある平板状であるので、樹脂封止体１１から
容易に剥離することができる。樹脂封止体１１の底面には、金属層８ａ，８ｂが露出して
いる。金属層８ａ，８ｂの露呈面は、樹脂封止体１１の底面と面一である。なお、Ｎｉ又
はＮｉ・Ｃｏ合金薄膜層が露呈している場合は、剥離工程に続いて、第７の製造工程であ
るダイシング工程に進む。
【００５５】
　７）第７の製造工程は、図５（ｄ）に示した樹脂封止体１１を切断線Ｓに沿って切断す
ることで、樹脂封止体を一半導体素子毎に切り出す。樹脂封止体１１は、半導体素子２間
の金属層８ａが中央部から切断されて個々の半導体装置に切り出される。）
【００５６】
　第７の製造工程であるダイシング工程について、図６を参照して説明する。なお、図６
（ａ）は、多数の半導体装置が樹脂封止された樹脂封止体１１の一部切欠部斜視図を示し
ており、同図（ｂ）が樹脂封止体１１の裏面を示している。
【００５７】
　同図において、Ｓ１  ，Ｓ２ は、切断線（ダイシングライン）を示しており、それぞれ
樹脂封止体１１に形成されている溝７ａ，７ｂを、金属基材９の裏面より切断線Ｓ１  ，
Ｓ２  に沿って切断することにより、各半導体装置に切り分けられる。
【００５８】
　図６（ｂ）に示した樹脂封止体１１の裏面図から明らかなように、電極金属層８ａは、
切断マークＭ１１とＭ１２との間の切断線Ｓ２  に沿って切り出すことによって、隣接す
る半導体装置がそれぞれの外部導出用の金属層となる。
【００５９】
　更に、隣接する半導体装置の隣接間の金属層８ｂは、切断マークＭ２１とＭ２２との間
の切断線Ｓ１  に沿って切り離されている。樹脂封止体１１は、ダイシング工程で切断線
Ｓ１  ，Ｓ２ に沿って、切断することによって、個々の半導体装置に切り出される。
【００６０】
　ダイシング工程に続いて電極を形成する第８の製造工程に進む。
　８）この第８の製造工程は、図１，２に示すように、切り出された個々の半導体装置の
樹脂封止体２の底面の金属層８ａ，８ｂに金薄膜層８ｃをフラッシュ法または電解メッキ
あるいは無電解メッキは等によって蒸着する。
【００６１】
　なお、電着フレームの形成は、上記の実施形態による製造方法に限定されることなく、
金属基板の金または金と他の金属とを混合した薄膜層を形成した後、パターニングして、
その後、ＮｉまたはＮｉ・Ｃｏの薄膜金属層を電着して形成してもよい。
【００６２】
　金属基板の金または金と他の金属を混合した薄膜層は、金属基板の一方の面にレジスト
膜を全面に形成して、他方の面にレジスト膜をパターンニングして、半導体素子の搭載部
と外部導出用の金属層とを形成する金属基板面を露呈させて、他はレジスト膜で覆って選
択的に金薄膜層に電着して形成する。
【００６３】
　その後、パターンニングしたレジスト膜を除去して、金薄膜層が選択的に形成された面
、全面にＮｉまたはＮｉ・Ｃｏの薄膜金属層を形成し、続いて、ＮｉまたはＮｉ・Ｃｏ薄

10

20

30

40

50

(8) JP 3869849 B2 2007.1.17



膜金属層を選択的に除去する。
【００６４】
　このような製造工程を経て、先の実施形態で説明したように、金属基板９に金属層８ａ
と金属層８ｂとを形成する。その後の製造工程は、先に説明した製造工程と同様であるの
で説明を省略する。
【００６５】
　無論、本発明の半導体装置では、金属基板として、厚さが０．１ｍｍのステンレス鋼板
が用いられているが、この厚さに限定するものではない。しかし、半導体が封止された樹
脂封止体から金属基板を剥離するのに好ましい。また、従来、金属基板として、銅板を用
いて製造した半導体装置では、銅板をエッチングで除去しなければならいが、ステンレス
鋼板を用いることによって、樹脂封止体からステンレス鋼板を容易に剥離することができ
る。例えば、ステンレス鋼板としては、ＪＩＳ記号分類によるＳＵＳの何れかが用いられ
ている。
【００６６】
　また、図２に示した半導体装置を製造する場合は、半導体素子２が搭載される金属層８
ｂの厚さを約２０μｍとするために、金属層８ａを金属基板に形成した後、金属層８ｂを
形成するためのレジストマスクを形成して、金属層８ａを成膜する時間より長い時間電着
槽に浸漬して電着して形成すればよい。その後の製造工程は、先に説明した通りである。
【００６７】
　なお、図７の半導体装置の裏面図で示したように、半導体装置は、樹脂パッケージ７か
ら露出する金属層１３は、その露呈面は平面形状を有し、樹脂パッケージ７に収納された
半導体素子２の電極パッド２ａと金属層１３とがワイヤ４で電気的に接続されている。
【００６８】
　上記のように、本発明の半導体装置では、樹脂パッケージに半導体素子が封止されて、
樹脂パッケージの底面から外部導出用の金属層が露出しており、樹脂パッケージの底面と
外部導出用の金属層の底面とが面一であり、この金属層の面に更に、Ｎｉ又はＮｉ・Ｃｏ
合金による薄膜層とＡｕ薄膜層を形成して、外部電極とする。この外部電極は、樹脂パッ
ケージの底面から僅かに突出するのみで、この半導体装置を基板に実装した場合、半導体
装置の底面を基板に接触させて実装することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６９】
【図１】図１（ａ）は本発明の半導体装置の一実施形態の断面図、図１（ｂ）はその裏面
図である。
【図２】図２（ａ）は本発明の半導体装置の他の実施形態の断面図、図２（ｂ）はその裏
面図である。
【図３】図３（ａ）は金属基板の平面図、図３（ｂ）は金属層をパターニングした金属基
板の平面図、図３（ｃ）はパターニングした金属層の拡大切欠平面図である。
【図４】図４（ａ）～図４（ｅ）は本発明の半導体装置の製造方法の一実施形態を示す断
面図である。
【図５】図５（ａ）～図５（ｄ）は図４（ｅ）に続く、半導体装置の製造方法を示す断面
図である。
【図６】図６（ａ）は樹脂封止体の一部切欠斜視図、図６（ｂ）は樹脂封止体の裏面図で
ある。
【図７】図７は本発明に係る半導体装置の他の実施形態を示す裏面図である。
【図８】図８従来の半導体装置の断面図である。
【符号の説明】
【００７０】
　２  半導体素子
　２ａ  電極パッド
　４  ワイヤ
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　７  樹脂パッケージ
　７ａ，７ｂ  溝
　８，８ａ，８ｂ  金属層
　８ｃ  金属層
　９  金属基板
　１０，１０ａ，１０ｂ  レジスト膜
　１１  樹脂封止体
　１２  金薄膜層
　１３，１４  金属層
　Ｓ，Ｓ１  ，Ｓ２ 切断線
　Ｅ  半導体素子が搭載される領域
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】

【 図 ８ 】
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